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海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

船
舶
か
ら
の
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
等

一

環
境
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
す
る
船
舶
か
ら
の
廃
棄
物
の
排
出
及
び
緊
急
に
処
分
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
環
境
大

臣
が
指
定
す
る
廃
棄
物
の
排
出
を
、
船
舶
か
ら
の
廃
棄
物
の
排
出
の
禁
止
の
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
第
二
項

関
係
）

二

船
舶
か
ら
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
環
境
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

す
る
こ
と
。
（
第
十
条
の
六
か
ら
第
十
条
の
八
ま
で
、
第
十
条
の
十
、
第
十
条
の
十
一
関
係
）

三

廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
廃
棄
物
の
排
出
海
域
の
監
視
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
環
境
大
臣
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
の
九
関
係
）

四

船
舶
か
ら
廃
棄
物
を
排
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
廃
棄
物
の
船
舶
へ
の
積
込
み
前
に
、
海
上
保
安
庁
長
官
の
確
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
の
十
二
関
係
）

第
二

海
洋
施
設
か
ら
の
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
等

一

環
境
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
す
る
廃
棄
物
の
排
出
を
、
海
洋
施
設
か
ら
の
廃
棄
物
の
排
出
の
禁
止
の
適
用
除
外
と
す
る
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こ
と
。
（
第
十
八
条
関
係
）

二

海
洋
施
設
か
ら
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
環
境
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
八
条
の
二
第
一
項
関
係
）

三

海
洋
施
設
か
ら
廃
棄
物
を
排
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
廃
棄
物
の
海
洋
施
設
へ
の
積
込
み
前
に
、
海
上
保
安
庁
長

官
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
八
条
の
二
第
二
項
関
係
）

第
三

船
舶
及
び
海
洋
施
設
に
お
け
る
油
、
有
害
液
体
物
質
等
及
び
廃
棄
物
の
焼
却
の
規
制

何
人
も
、
船
舶
又
は
海
洋
施
設
に
お
い
て
、
船
舶
又
は
海
洋
施
設
内
に
お
い
て
発
生
す
る
油
等
以
外
の
油
等
の
焼
却
を
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
二
十
六
関
係
）

第
四

海
洋
施
設
廃
棄
の
許
可
等

一

環
境
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
す
る
海
洋
施
設
の
廃
棄
等
を
除
き
、
船
舶
等
を
海
洋
に
捨
て
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る

こ
と
。
（
第
四
十
三
条
関
係
）

二

海
洋
施
設
を
海
洋
に
捨
て
よ
う
と
す
る
者
は
、
環
境
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（

第
四
十
三
条
の
二
関
係
）



- 3 -

第
五

報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査

環
境
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
及
び
海
洋
施
設
の
廃
棄
に
関
し

、
報
告
を
求
め
、
立
入
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
八
条
関
係
）

第
六

罰
則

罰
則
に
関
し
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
五
十
五
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
関
係
）

第
七

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

三

南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
四
条
関
係
）


